
猫の譲渡に関する契約書 

  

譲渡者（     ）を甲とし、被譲渡者（     ）を乙として、甲乙間に以下のとおり譲渡にかんする契約（以下「本契約」と略）を締

結する。 

（目的） 

甲は、生後（ ）年（ ）カ月の猫、（ ）匹、 性別（オス・メス）、 仮名（   ）を、本契約書に記載されている事項を遵守すること

を条件に、乙に譲渡する。 

（契約期間） 

本契約の期間は、   年   月   日から、当該猫の死亡または乙の所有権消滅までとする。 

ただし死亡に不審な点が見られる場合には、事実関係の究明と法的措置の完了までとする。 

（飼養者の責任） 

乙は、生命と固有の権利を有する家庭動物の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、 

愛情をもって当該猫に接するとともに、終生飼養するよう努めること。 

（飼養困難に陥った場合） 

失業や多額の負債、重篤な傷病などやむをえない事由で猫の飼養が困難になった場合、遺棄したり殺処分したりすることなく、すみやかに甲に

連絡すること。また、甲の許可なく勝手に他人に譲渡しないこと。飼養できなくなった時点から所有権は甲に移行する。 

なお、その際にも当該猫にかかった諸経費の返還には応じない。 

（飼養環境の整備） 

乙は当該猫の飼養にあたり、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」（環境省告示）に準拠して、猫の生態、習性及び生理に関する知識の

修得に努めるとともに、猫の飼養にふさわしい環境を整備し、これを維持すること。疾病の感染防止、不慮の事故防止など、猫の健康と安全の

保持の観点から、完全屋内飼養をおこない、むやみに屋外やベランダ等に出さないこと。乙は飼養及び保管するすべての家庭動物の数を、適切

な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全が可能となる範囲内とすることにより、当該犬・猫の飼養環境を確保すること。 

譲渡契約締結時の飼養環境に変化が生じた場合には、速やかに甲に届け出ること。 

飼養動物を増やす場合には、伝染病・相性など十分に注意し，不明な場合は甲に相談すること． 

（逃走防止） 

飼養環境は逃走防止に配慮した構造に整備し、定期点検をおこなって逃走防止のための管理に努めること。 

また、動物病院への移送などで屋外へ連れ出す際には必ず運搬用ケースに入れ、逃走防止に努めること。 

車の中でも必ずケースを使用し、また猫を残したままその場を離れないこと。 

万が一逃走させた場合には、すみやかに捕獲に努めるとともに、直ちに甲に連絡すること。 

（健康の保持） 

乙は適正な給水・給餌をおこない、疾病及び怪我の予防等の日常の健康管理に努めるとともに、定期的にワクチン接種、健康診断をおこなうこ

と。疾病又は負傷した場合には獣医師により速やかに適切な措置が講ぜられるようにすること。なお、健康管理に要する費用はすべて乙が負担

するものとする。 

（証明書の提示） 

甲が乙にたいし、ワクチン接種や不妊・去勢手術等に関する証明書の提示を求めた場合にはそれに従うこと。 

（死亡） 

当該猫が死亡した場合には、獣医師による死亡診断書を提出すること。その死亡が自然死以外の原因による場合には、原因の解明に協力するこ

と。虐待が疑われる場合には「動物の愛護及び管理に関する法律」第二十七条違反として刑事告発する。 

（繁殖制限手術の実施）（繁殖用譲渡の契約の場合は別項目にて） 

適正飼養を確保するための繁殖制限手術の実施は猫所有者の義務である 

（「動物の愛護及び管理に関する法律」第二十条）。乙は当該猫の不妊、去勢手術を行うこと。 

これに違反して繁殖させた場合には、当該猫の返還を要求する。 



 

（繁殖制限手術および疾病治療以外の手術の禁止） 

繁殖制限、疾病治療以外の目的で猫の身体に手術を施すことを禁ずる。 

ただし、逃走猫の発見を容易にするマイクロチップ装着はこの限りではない。 

抜爪手術や声帯切除などを行うことはかたく禁ずる。 

（繁殖用譲渡の契約の場合） 

男の子の場合 外交配を禁じます。 

（連絡先の変更） 

乙が本契約書に記載された住所や電話番号を変更した際には，甲に連絡すること。 

（契約不履行ほか） 

以上の事項が守られない場合には、契約不履行として当該猫の返還を要求する。 

また猫の飼養者として不適格であると思われる場合や、 

互いの信頼関係が著しく損なわれた際には返還を求める。 

その際にはすみやかに引き渡し請求に応じ、当該猫を甲に返還しなければならない。 

虐待や実験動物取扱業者などへの転売等の目的で、里親になると偽り騙しとる詐欺行為があった 

場合には刑事告訴をおこなう。 

猫を殺傷したり給餌・給水をやめるなどの虐待行為が疑われる場合、また猫を遺棄した場合には、 

「動物の愛護及び管理に関する法律」第二十七条違反として告発する。 

 

私は、本契約書を通読し、納得のうえ必ず遵守します。 

 

 

乙 

氏名                 印 

 

 

本契約書全文を通読、理解のうえ、契約締結したことに相違ありません。 

  

    

          年    月    日                 

 

甲 住所 

氏名                             印 

  電話番号 

                                

   

乙 住所 

  氏名                            印 

  電話番号 

                                

 

 


